
※入札公告を必ず確認してください。（海老名市ホームページに掲載しています） 

   入札案件概要書（物品） 契約番号：6823 

件  名 シュレッダー賃貸借 

履行場所 海老名市勝瀬 175 番地の１ 

期  間 令和 6年 5月 21 日 ～ 令和 11 年 6 月 30 日 

契約の内容等 
別紙 仕様書等 のとおり 
○長期継続契約 ○入札は期間全体の税抜金額 

予定価格 600,600 円（税込） 546,000 円（税抜） 

入札方法等 条件付一般競争入札（電子入札） 

質疑 
（同等品や仕様等 

に関する事項） 

所定の書式により、FAX で受け付けます。 

電子入札システムの機能は使用しないでください。 

     

参
加 

営業種目 900 物件の借入れ   

条
件 

発注区分 
区分の詳細は入札公告
で確認してください。 

第 4 区分 
第 1・第 2 区分の入札に初めて参加す
る場合は、営業実態調査票及び認定書
の写しを提出してください。 

 その他の要件 なし 

事前提出書類 なし 

(システム添付）  

落札候補者が 
提出する書類 

開札後、落札候補者は次の書類をＦＡＸで提出してください。 

(落札候補者決定の翌開庁日午前 10時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。) 

(FAX046-232-6574) ○年度別支払金額内訳書（本概要書添付の内訳書を使用してください。） 

 



仕 様 書 
 

契約件名 

 

シュレッダー賃貸借 

 

機器等明細 

 

ＭＳシュレッダー【ＭＳＤ－Ｄ３１ＳＲＭⅡ】 

 

リース期間 

 

 令和６年７月１日 から 令和１１年６月３０日 まで 

 

 

 

納入業者 

 

商号   株式会社明光商会 横浜支店  

代表者  支店長 伊 東 健 介 

住所   神奈川県横浜市西区北幸2-10-27 東武立野ビル８階 

電話   ０４５－２８７－１６１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

備  考 

 

その他の条件は下記のとおり 

 

（１） リース料の算定月数は、６０カ月 

 

（２） 保守料は代理回収 

 

（３） 契約期間満了後の機器撤去費用は、リース会社負担 

 
（４） 返還後の機器については、再利用禁止とする 

 
（５） 業務上知りえた情報は、第三者に漏洩してはならない 

 
（６） 記載のない事項については、発注者と協議の上、決定する 

 

 
保守点検に係る取り決め 
 
１  保守対象機種は、ＭＳシュレッダー「ＭＳＤ−Ｄ３１ＳＲＭⅡ」とする。 
２  契約期間内に限り、保守点検を実施するものとする。 
３  保守点検に内容は、定期保守及び出張修理とする。 
４  定期保守については、次のとおりとする。 

⑴  対象機器の正常な運転状態と安全性を維持するため、定期保守月に契約書において設置
した場所にサービスエンジニアを派遣して実施するものとし、日付については、賃貸者及
び賃借者が協議の上、その都度決めるものとする。 

⑵  定期保守は年１回を基本とし、次の 4 回とする。 
     １回目 … 令和 ７年 7 月１日から同月 31 日までの間 
     ２回目 … 令和 ８年 7 月１日から同月 31 日までの間 
     ３回目 … 令和 ９年 7 月１日から同月 31 日までの間 
     ４回目 … 令和 10 年 7 月１日から同月 31 日までの間 
５ 出張修理については、次のとおりとする。 

⑴  対象機器に不具合が生じた場合に、賃借者の要請により賃借者と賃貸者が協議の上、そ
の日時を決定し契約書において設置した場所にサービスエンジニアを派遣して実施する
ものとする。 



⑵  本契約における出張修理は年３回までとし、４回目以降の出張修理は、技術料及び部品
の代金は有償とし、実費用の 50％とする。また、交通費については実費用とする。なお、
この時に対象機器の引上げ修理が必要になった際の代替機器の提供は行わないものとす
る。 

⑶  この契約における１年は、リース期間内の毎年、7 月１日から翌年の６月 30 日までと
する。 

６ 保守点検を行う日時は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時までとする。 
７ 保守点検の費用については、「５ 出張修理」で掲げる４回目以降の出張修理に掲げる費用

以外は契約金額に含めるものとする。 
８ 次の各事項に該当する場合は、本契約の保守点検サービスの適用から除外するものとする。 

⑴  対象機器のモーター、カッター及びギアの交換 
⑵  リース期間内における移設等の作業及び立会い 
⑶  天災地変などの賃借人及び賃貸人双方の責に帰すことのできない事由により生じた故

障の修理 
⑷  対象機器を引き上げて実施する修理 
⑸  対象機器の設置環境に起因する故障の修理 
⑹  賃借人の不適切な使用又は取扱いにより生じた故障の修理 
⑺  「６」に定める日時以外の時間に行われる修理 
⑻  代替機器の提供 
⑼  本契約及び本契約の保守点検仕様書に含まれない作業 

９ 「８」に定める事項に該当するサービスを実施した場合は、有償サービスとするものとする。
この場合の費用については、見積書を別途提示し、賃借人が承諾した場合に有償サービスを行
うものとする。 

10 本契約及び本保守点検仕様書に基づくサービスを実施した際に、賃借人の責に帰すべき事
由による契約不適合の内容があった場合は、賃借人がこれらのサービスを受領してから３カ月
以内に書面をもって通知すれば、契約不適合内容について無償で修補を行うものとし、当該修
補は、「５」の出張修理の回数には含めないものとする。 

11 賃貸人は、本保守点検仕様書に記載のサービスの履行に関し、賃借人に損害を与えたとき
は、故意または重過失がある場合に限り賃借人に対し直接かつ現実に生じた損害を賠償するも
のとする。その損害賠償額については、賃借人及び賃貸人が協議して決定するものとする。 

12 天災地変その他不可効力により本保守点検を提供できない事態が生じた場合は、賃借人及
び賃貸人が協議に上、点検日時等を変更するものとする。 

13 本保守点検を行う期間は、契約書に定めるリース期間とする。 
14 賃借人が、次の各号のいずれかに該当した場合は、賃貸人は賃借人に何らの通知、催告を

行わず、残りの賃貸借期間における保守点検に係る業務を解約することができるものとする。 
⑴  賃貸人が指定する以外の第三者による対象機器の修理、改造が行われたとき 
⑵  対象機器を破棄したとき 
⑶  賃貸人に通知無く対象機器を移設、移転又は譲渡したとき 

15 前「14」の規定により、保守点検に係る業務を解約された場合であっても、賃貸人は賃貸
借契約に含まれる保守点検費用は返金しないものとする。 

16 本賃貸借契約期間中は、部品の交換が必要となった修理を行うための当該対象機器の部品
は必ず入手できるようにしておくこと。 

17 本保守点検を実施するサービスエンジニアが賃借人の事業所に立ち入る場合は、賃借人の
指示に従うものとし、賃借人の業務を妨げないように作業を行うものとする。 

 
以上 



設　計　用　紙　　甲

令和６年度 シュレッダー賃貸借

一金　　　　　　　　　円

（単位　：　円）

項　　目 名　　　称　　・　　仕　様　等 数　　量 単　位 単　　価 金　　　額 摘　　　　要

消費税 10%

総　　計

海 老 名 市

シュレッダー賃貸借 60 月



設　計　用　紙　　甲

令和６年度 シュレッダー賃貸借

内　訳　書 （単位　：　円）

項　目 工　　種 数　　量 単　位 単　　価 金　　　額 摘　　　　要

（内訳）

機種：ＭＳＤ－D３１ＳＲＭⅡ（ＭＳシュレッダー） 1 式

保守：デスクサイドＡ－１（５年、仕様書のとおり） 1 式

設置費：デスクサイド 1 式

計

リース料率　　　％（百円未満切上げ）

計

海 老 名 市

リース期間５年間（６０カ月）

シュレッダー賃貸借 賃貸借料 1 月



件名

契約金額（総額）
※税込で記載

履行期間

リース期間

契約金支払内訳書

令和６年度　小計 （税込）

年　　月 支払金額（税込） 備　考

令和６年　７月分

令和６年　８月分

令和６年　９月分

令和６年１０月分

令和６年１１月分

令和６年１２月分

令和７年　１月分

令和７年　２月分

令和７年　３月分

年度別支払金額内訳書

シュレッダー賃貸借

令和　６年　５月２１日  から　令和１１年　６月３０日

令和　６年　７月　１日  から　令和１１年　６月３０日



件名

契約金額（総額）
※税込で記載

履行期間

リース期間

契約金支払内訳書

令和７年度　小計 （税込）

年　　月 支払金額（税込） 備　考

令和７年　４月分

令和７年　５月分

令和７年　６月分

令和７年　７月分 定期保守実施月

令和７年　８月分

令和７年　９月分

令和７年１０月分

令和７年１１月分

令和７年１２月分

令和８年　１月分

令和８年　２月分

令和８年　３月分

年度別支払金額内訳書

シュレッダー賃貸借

令和　６年　５月２１日  から　令和１１年　６月３０日

令和　６年　７月　１日  から　令和１１年　６月３０日



件名

契約金額（総額）
※税込で記載

履行期間

リース期間

契約金支払内訳書

令和８年度　小計 （税込）

年　　月 支払金額（税込） 備　考

令和８年　４月分

令和８年　５月分

令和８年　６月分

令和８年　７月分 定期保守実施月

令和８年　８月分

令和８年　９月分

令和８年１０月分

令和８年１１月分

令和８年１２月分

令和９年　１月分

令和９年　２月分

令和９年　３月分

年度別支払金額内訳書

シュレッダー賃貸借

令和　６年　５月２１日  から　令和１１年　６月３０日

令和　６年　７月　１日  から　令和１１年　６月３０日



件名

契約金額（総額）
※税込で記載

履行期間

リース期間

契約金支払内訳書

令和９年度　小計 （税込）

年　　月 支払金額（税込） 備　考

令和９年　４月分

令和９年　５月分

令和９年　６月分

令和９年　７月分 定期保守実施月

令和９年　８月分

令和９年　９月分

令和９年１０月分

令和９年１１月分

令和９年１２月分

令和10年　１月分

令和10年　２月分

令和10年　３月分

年度別支払金額内訳書

シュレッダー賃貸借

令和　６年　５月２１日  から　令和１１年　６月３０日

令和　６年　７月　１日  から　令和１１年　６月３０日



件名

契約金額（総額）
※税込で記載

履行期間

リース期間

契約金支払内訳書

令和１０年度　小計 （税込）

年　　月 支払金額（税込） 備　考

令和10年　４月分

令和10年　５月分

令和10年　６月分

令和10年　７月分 定期保守実施月

令和10年　８月分

令和10年　９月分

令和10年１０月分

令和10年１１月分

令和10年１２月分

令和11年　１月分

令和11年　２月分

令和11年　３月分

年度別支払金額内訳書

シュレッダー賃貸借

令和　６年　５月２１日  から　令和１１年　６月３０日

令和　６年　７月　１日  から　令和１１年　６月３０日



件名

契約金額（総額）
※税込で記載

履行期間

リース期間

契約金支払内訳書

令和１１年度　小計 （税込）

年　　月 支払金額（税込） 備　考

令和11年　４月分

令和11年　５月分

令和11年　６月分

年度別支払金額内訳書

シュレッダー賃貸借

令和　６年　５月２１日  から　令和１１年　６月３０日

令和　６年　７月　１日  から　令和１１年　６月３０日


